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（１）計画の期間 

本計画は，令和３年度（2021年度）を初年度とし，令和５年度（2023年度）を目標年度とす

る3か年計画です。計画期間最終年にあたる令和5年度（2023年度）に，次期計画策定に向け

た見直しを行います。 

 （年度） 

令和３ 

2021 

令和４ 

2022 

令和５ 

2023 

令和６ 

2024 

令和７ 

2025 

令和８ 

2026 

令和９ 

2027 

令和 10 

2028 

令和 11 

2029 

本計画は，令和 22 年（2040 年）に向けて，少子高齢社会における持続可能な社会保障

のあり方を展望しつつ，団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）に向け，高齢

者が安心して暮らせる地域包括ケアシステムを更に深化・推進するものとなります。 

（２）高齢者福祉計画と介護保険事業計画の関係 

要介護等認定者を含むすべての高齢者を対象とした高齢者福祉計画と，介護保険サービスに関す

る介護保険事業計画は，相互が連携することにより，総合的な高齢者福祉施策の展開となるため，

本市では両計画を一体的な計画として策定し，「第９次芦屋すこやか長寿プラン21」として取りま

とめています。

本計画の概要 

地域包括ケアシステムの構築

▲ 

令和 22年（2040年） 

団塊ジュニアの世代が 65歳 

本計画期間（第９次） 

見直し 

見直し 

第 10次計画期間 

第 11 次計画期間 

2025 年（令和７年），2040 年（令和 22 年）を展望する計画 

▲ 

令和7年（2025年） 

団塊の世代が75歳 

第 10次計画 

R6～8年度 

第９次計画

R3～5 年度
第 15次計画 

R21～23 年度
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（３）他計画等との関係 

本計画は，芦屋市総合計画の高齢者福祉に係る部門計画の役割を担うとともに，芦屋市地域福祉

計画をはじめ，市の保健福祉分野別計画との整合を図り策定しています。

（４）介護保険制度改正の概要 

国の介護保険部会（令和元年12月 27日開催）では，下記の３つの方針とそれを推進するための

重要な取組を介護保険制度の見直しの意見として提示しています。 
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（１）将来人口の推計 

 本市の総人口は，９万人台から減少しつつ推移していくと見込まれます。65歳以上の高齢者 

人口は増加し続け，令和７年（2025年）に28,882人，令和22年（2040年）に34,070 

人と予測されます。また，高齢化率は徐々に上昇し，令和７年（2025年）に31.0％，令和22 

年（2040年）には42.0％と見込まれます。 

（２）要介護等認定者数の推計

要支援・要介護者数の実績と高齢者等人口の実績及び将来人口推計から，要支援・要介護認定 

者数を推計すると，65歳以上の1号被保険者では，令和７年（2025年）には認定者数は 

6,273人，認定率は21.7％と推計され，令和22年（2040年）には認定者数は7,460人， 

認定率は21.9％と推計されます。

11,771 11,503 11,262 10,991 10,723 10,400 7,281 

55,693 55,479 55,179 54,840 54,420 53,945 

39,758 

28,011 28,144 28,285 28,445 28,632 28,882 

34,070 

95,475 95,126 94,726 94,276 93,775 93,227 

81,109 

29.3% 29.6% 29.9% 30.2% 30.5% 31.0%

42.0%
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『高齢者がいつまでも，いきいきと安心して暮らせるまち』を基本理念とし，基本理念の実現に

向けて，次のような体系で施策を推進していきます。 

『高
齢
者
が
い
つ
ま
で
も
，
い
き
い
き
と
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
』

基本理念 基本目標と施策の展開方向

1-1 相談支援体制の充実

1-2 支えあいの地域づくり

1-3 在宅医療の推進

1-4 認知症ケアの推進

1-5 権利擁護支援の充実

1-6 在宅生活を支えるサービスの充実

2-1 生きがいづくりの推進 

・自主的な活動の促進 

・生涯学習の推進

・生きがい活動支援の充実 

2-2 就労支援の充実 

2-3 高齢者の住まいの確保と住環境の整備

2-4 防犯・防災対策と災害時支援・感染症予防対策

にかかる体制の整備

3-1 地域における介護予防の推進

3-2 多職種・他分野との協働による介護予防の推進

3-3 適切な総合事業の取組の推進

4-1 介護給付及び要介護認定の適正化の推進

4-2 介護人材の確保・資質向上及び業務の効率化へ

の支援

4-3 介護サービス事業者の質の向上と監査体制の

充実

4-4 低所得者への配慮

4-5 介護保険サービスによる居宅サービス，施設サ

ービス及び地域密着型サービスの充実

4-6 利用者への情報提供 

4-7 特別給付の実施 

施策の体系 
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相談支援体制の充実 

地域住民が抱える複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため，重層的支援

体制の整備に向けて，第４次地域福祉計画の策定及び推進と一体的に取り組み

ます。【新規】

地域共生社会の実現に向け，属性や世代に捉われない包括的な支援ができるよ

う，相談支援機関の連携を強化します。【充実】

認知症ケアの推進 

認知症に関する講習会の開催や，広報紙等による認知症に対する正しい知識の

普及を図り，9 月の世界アルツハイマーデーには普及啓発活動を強化します。

【充実】

認知症の相談窓口として高齢者生活支援センターが認知症相談センターの役割を

担っていることを周知・啓発します。【充実】

目標値【認知症に関する相談窓口の認知度】 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

次期計画策定時31.5％以上（今期21.5％） 

在宅介護実態調査 

次期計画策定時28.7％以上（今期18.7％） 

認知症の人やその家族が，気軽に集える居場所づくりに認知症サポーターとともに

取り組みます。【新規】

若年性認知症の当事者の会の開催やニーズの把握に努め，状態に応じた適切な支援

やその仕組みを検討します。【新規】

権利擁護支援の充実

出前講座や啓発チラシの作成等により，成年後見制度の周知・啓発を行います。【充

実】

目標値【成年後見制度の認知度】 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

次期計画策定時60％以上（今期46.7％） 

在宅介護実態調査 

次期計画策定時60％以上（今期41.3％） 
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生きがいづくりの支援 

老人クラブ，あしやＹＯ倶楽部の活動内容を幅広く市民に周知する機会を設け，

会員の増強につながるよう支援します。【充実】

目標値【老人クラブ会員数（人）】 

R3年度 

（2021年度） 

R4年度 

（2022年度） 

R5年度 

（2023年度） 

2,940 2,970 3,000 

高齢者生きがい活動支援通所事業について，閉じこもりがちな高齢者が社会参加し

やすい体制づくりを図ります。【充実】

目標値【高齢者生きがい活動支援通所事業（人）】 

Ｒ2年度 

（見込） 

R3年度 

（2021年度）

R4年度 

（2022年度）

R5年度 

（2023年度）

3,500 4,600 5,040 5,500 

老人福祉会館での関係団体と連携した新規イベントの実施や貸室の利用促進など

に取り組み，高齢者の居場所としての機能を強化します。【充実】

目標値【老人福祉会館貸室利用回数（回）】 

R3年度 

（2021年度） 

R4年度 

（2022年度） 

R5年度 

（2023年度） 

180 200 220 

目標値【老人福祉会館新規イベント回数（回）】 

R3年度 

（2021年度） 

R4年度 

（2022年度） 

R5年度 

（2023年度） 

2 3 4 

就労支援の充実 

シルバー人材センターへの運営費補助を継続実施し，新たな高齢者の経験と技

術を活用できる機会の創出を支援します。【充実】

目標値【シルバー人材センター会員数（人）】 

R3年度 

（2021年度） 

R4年度 

（2022年度） 

R5年度 

（2023年度） 

1,190 1,215 1,250 

生活支援型訪問サービス従事者研修，はつらつコールや総合事業における生活支援

型訪問サービスの実施など，高齢者が介護や高齢者福祉の担い手となる取組をシル

バー人材センターとともに推進します。【充実】
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地域における介護予防の推進 

介護予防センターにおいて，住民主体の活動の推進を目的としたリーダー養

成講座を実施します。【新規】

目標値：リーダー養成講座の受講人数（人） 

R3年度 

（2021年度） 

R4年度 

（2022年度） 

R5年度 

（2023年度） 

15 15 15 

効果的・効率的な介護予防事業の推進のため，さわやか教室や通いの場の実施状況

や，KDBシステム※を活用した介護予防事業の定期的な評価・点検を行い，事業の

見直しを含めた，より効果的な自立支援・重度化防止の取組を推進します。【充実】

※KDB システム（国保データベースシステム）：「健診・保健指導」，「医療」及

び「介護の各種データ」を活用し，「統計情報」や「個人の健康に関する情報」を

作成するシステム。 

多職種・他分野との協働による介護予防の推進 

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業を推進し，医療専門職が通いの

場等に関与することで，参加者の介護予防・健康づくりへの興味関心を高め，活動

内容の充実を図ります。【新規】

目標値【通いの場等での保健事業と介護予防の一体的実施の回数（回）】 

R3年度 

（2021年度） 

R4年度 

（2022年度） 

R5年度 

（2023年度） 

24 36 48 

多職種・他機関との連携の推進として芦屋ＰＴＯＴＳＴ連絡会と連携した，地域リ

ハビリテーション活動支援事業を実施し，介護予防の取組内容の強化・充実を図り

ます。【新規】
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介護人材の確保・資質向上及び業務の効率化への支援 

介護人材の確保へ向けた取組として保健福祉フェア等のイベントなどで，芦屋市介

護サービス事業者連絡会等と協働し，介護現場の理解や介護人材の確保につながる

取組を実施します。【充実】

文書量削減に向け，申請様式や添付書類の簡素化などに取り組み，介護保険事業所

の業務の効率化を支援します。【充実】

介護サービス事業者の質の向上と監査体制の充実 

実地指導については，国の指針に基づき，標準化・効率化を図ります。また，指定

等の届出事務についても国の様式例に準拠し，簡素化に努めます。【充実】

新型コロナウイルス等の感染症対策の徹底 

介護保険事業所内の集団感染（クラスター）の発生防止や感染症発生時のサービス

継続に向けて，市と市内介護保険事業者が連携し，一体となって取り組みます。

介護保険事業所内の感染症対策の状況や感染症マニュアルの整備について，運営推

進会議や実地指導などにおいて確認等を行い，適切な感染症対策に取り組みます。

介護保険事業者に対し，平常時からマスク・消毒液等の衛生用品の備蓄の確保を指

導するとともに，集団感染（クラスター）の発生時においても介護保険サービスを

継続できるよう安定的な確保に取り組みます。

介護現場で働く職員に対し，サービス提供時の感染症予防や感染症が発生した際の

対策にかかる研修を行うなど感染症に対する理解の促進を図ります。

共生型サービス等の推進 

障がい者の介護保険制度への移行が適切に行えるよう市独自のグランドルール

（支援体制）を構築するとともに，関係機関が連携した支援に取り組みます。

【充実】

介護保険サービスによる居宅サービス，施設サービス及び地域密着型サービスの充実

施設サービスとして令和３年度中に特別養護老人ホームとケアハウスを整備し，施

設入所待機者の解消を図ります。【充実】

地域密着型サービスの充実として令和４年度中に，医療的な支援が必要な利用者へ

の「訪問」・「通い」・「泊まり」のサービスを組み合わせた看護小規模多機能型居宅

介護の整備に取り組みます。【新規】 
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（１）保険料の算定手順 

（２）保険料の軽減及び減免について 

高齢化の進行による介護ニーズの増大に伴い，高齢者個々の医療費や介護保険料，介護サービ
ス利用料などの負担が増大していく傾向にありますが，本市では低所得者への配慮として次の
軽減や減免を行います。

   ◎介護保険料所得段階第1段階から第3段階の方については，公費による保険料の軽減を 
実施します。 

 国基準料率（年額）  第 8期料率（年額） 

第 1段階 基準額×0.50 (34,440円) → 基準額×0.30 (20,760円) 

第 2段階 基準額×0.75 (51,600円) → 基準額×0.50※(34,440円) 

第 3段階 基準額×0.75 (51,600円) → 基準額×0.70 (48,240円) 

※ 令和 3年度については「基準額×0.475」 

   ◎介護保険料所得段階第4段階について，国基準料率より引き下げます。 

 国基準料率（年額）  第 8期料率（年額） 

第 4段階 基準額×0.90 (61,920円) → 基準額×0.875 (60,240円) 

   ◎上記に加えて，災害や失業・低所得などの理由で保険料を納めることが困難な事情が生
じた方については，保険料の減免を受けることができる場合があります。 

介護保険サービスの事業見込み 

＋ 調整交付金相当額 
－ 調整交付金見込額 

－ 介護給付費準備基金取崩し額 

第１号被保険者が保険料として負担する必要額 保険料基準年額 

※介護給付費は、原則と 
 して半分は国，県，市 
 が公費で負担し、残り 
 の半分は65歳以上の 
第 1号被保険者、40 
歳から64歳までの第 
2号被保険者の保険料 
でまかなうこととされ 
ています。 

※介護報酬の見直しによる影響等を考慮して保険料を決定します。 

第８期計画中における標準給付費見込額及び地域支援事業費見込額 × 第１号被保険者負担割合

（所得段階別加入割合補正後）

第１号被保険者数 

国

20.0%

国調整交付金

5.0%

県

12.5%

市

12.5%

第１号被保険者

23.0%

第２号被保険者

27.0%

保険料基準月額 

÷12か月
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保険料収納必要額に予定保険料収納率，所得段階別加入割合補正後被保険者数を除算し求め

た第１号被保険者の保険料基準年額は，68,880円（基準月額5,740円）となります。 

所得段階別の保険料月額

所得段階 所得段階の内容 

令和3年度 ～ 令和5年度 

（2021年度） （2023年度） 

保険料率 月 額 年 額 

第１段階 

世帯全員が市民税非課税で，本人が生活保

護受給者または老齢福祉年金受給者，ある

いは本人の合計所得金額と公的年金等収

入の合計※1が 80万円以下の場合 

0.3※3 1,730円 20,760円 

第２段階 

世帯全員が市民税非課税で，本人の公的年

金等収入と合計所得金額の合計が120万

円以下の場合 

R3年度 0.475※3 2,730円 32,760円 

R4～R5年度 0.5※3 2,870円 34,440円 

第3段階 
世帯全員が市民税非課税で，第1・第2段

階以外の場合 
0.7※3 4,020円 48,240円 

第4段階 

世帯に市民税課税者がいる場合で，本人が

市民税非課税で，公的年金等収入と合計所

得金額が80万円以下の場合 

0.875 5,020円 60,240円 

第5段階 
世帯に市民税課税者がいる場合で，本人が

市民税非課税で，上記以外の場合 
1.0 5,740円 68,880円 

第6段階 
本人が市民税課税者で，合計所得金額※2

が120万円未満の場合 
1.1 6,310円 75,720円 

第7段階 
本人が市民税課税者で，合計所得金額が

120万円以上210万円未満の場合 
1.25 7,170円 86,040円 

第8段階 
本人が市民税課税者で，合計所得金額が

210万円以上320万円未満の場合 
1.5 8,610円 103,320円 

第9段階 
本人が市民税課税者で，合計所得金額が

320万円以上400万円未満の場合 
1.6 9,180円 110,160円 

第10段階 
本人が市民税課税者で，合計所得金額が

400万円以上600万円未満の場合 
1.75 10,040円 120,480円 

第11段階 
本人が市民税課税者で，合計所得金額が

600万円以上800万円未満の場合 
1.87 10,730円 128,760円 

第12段階 
本人が市民税課税者で，合計所得金額が

800万円以上1,000万円未満の場合 
1.975 11,330円 135,960円 

第13段階 
本人が市民税課税者で，合計所得金額が

1,000万円以上1,500万円未満の場合 
2.15 12,340円 148,080円 

第14段階 
本人が市民税課税者で，合計所得金額が

1,500万円以上の場合 
2.25 12,910円 154,920円 

    ※１ 「合計所得金額と公的年金等収入の合計」から土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額及び公的年金等に係る雑所 

得金額を差し引いて算定します。 

※２ 「合計所得金額」から土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。 

※３ 公費による低所得者の第1号保険料軽減強化により，第1段階は0.5が0.3に，第2段階は0.75が0.5（令和 

      3 年度のみ，経過措置として0.725が0.475）に，第3段階は0.75が0.7 に保険料率が軽減されています。 

第１号被保険者の介護保険料について 
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本市では，高齢者を住み慣れた地域で支える「地域包括ケア」を推進するために，中

学校区を基本に「日常生活圏域」を設定しています。それぞれの日常生活圏域には「高

齢者生活支援センター」（地域包括支援センター）を設置しており，身近な相談窓口と

しての機能を含めた地域支援事業（包括的支援事業）や，要支援認定者への介護予防

ケアマネジメントを一体的に実施しています。 

本計画期間においても，この日常生活圏域ごとに介護施設の整備を進めるなど，介

護サービスの充実を図っていきます。 

●

●

（朝日ヶ丘町６-9）
担当地区：朝日ヶ丘・岩園小学校区

●

（山芦屋町9-18 アクティブライフ山芦屋内）

担当地区：山手小学校区

（呉川町14-9 保健福祉センター内）

担当地区：精道中学校区

●
（潮見町31-1 あしや喜楽苑内） 

担当地区：潮見中学校区


